
荒尾市自転車等の放置の防止に関する条例  

      施行規則  

 （趣旨）  

第１条  この規則は、荒尾市自転車等の放置の防止に関する条例

（令和７年条例第１号。以下「条例」という。）の施行に関し必

要な事項を定めるものとする。  

 （用語）  

第２条  この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例に

よる。  

 （自転車等放置禁止区域標識の設置等）  

第３条  市長は、条例第８条第１項の規定により放置禁止区域を

指定したときは、当該放置禁止区域内に自転車・原付放置禁止区

域（様式第１号）の標識を設置するとともに、当該放置禁止区域

を図示したものを掲示するものとする。  

 （移動の命令等）  

第４条  条例第１１条第１項の規定による命令は、口頭又は自転

車等への警告書（様式第２号）の取付け等により行うものとする。 

２  条 例第１２条第１項の規定による指導は、口頭又は自転車等

への注意札（様式第３号）の取付け等により行うものとする。た

だし、次の各号のいずれかに該当する場合において、自転車等駐

車場内に放置されている自転車等に対する指導にあっては、自

転車等への駐輪場における注意札（様式第４号）の取付け等によ

り行うものとする。  

 ⑴  当該自転車等が明らかにその機能を喪失していると認めら

れる場合  

 ⑵  公共の場所の利用以外の目的で駐車されていると認められ



る場合又は７日以上の期間にわたり放置されていると認めら

れる自転車等  

 ⑶  前２号に掲げるもののほか、市長が特に認めた場合  

 （放置自転車等の撤去等）  

第５条  市長は、条例第１１条第２項又は条例第１２条の規定に

より自転車等を撤去又は移動するに当たり、当該自転車等がガ

ードレール、電柱その他の工作物にチェーン、ワイヤー錠等（以

下「チェーン等」という。）により結び付けられている場合にお

いて、当該チェーン等を切断しなければ撤去又は移動すること

ができないときは、当該チェーン等を切断した上で撤去又は移

動することができるものとする。  

２  市 長は、前項の規定により切断したチェーン等の賠償の責 め

を負わない。  

 （放置禁止区域外で撤去の対象となる自転車等の放置期間）  

第６条  条例第１２条第２項に規定する相当の期間は、同条第１

項の規定による指導をした日から起算して７日間とする。  

 （保管台帳の作成）  

第７条  市長は、条例第１３条第１項の規定により自転車等を保

管したときは、自転車等保管台帳（様式第５号）を作成するもの

とする。  

（保管の告示事項）  

第８条  条例第１３条第２項の規定により告示する事項は、次に

掲げるとおりとする。  

 ⑴  撤去を行ったこと。  

 ⑵  自転車等が放置されていた場所  

 ⑶  保管した年月日  



 ⑷  保管及び返還を行う場所  

 ⑸  保管期間  

 ⑹  返還を受ける方法  

 ⑺  保管期間経過後の自転車等の措置  

 ⑻  前各号に掲げるもののほか、市長が自転車等の返還に必要

と認める事項  

 （利用者等への通知等）  

第９条  市長は、条例第１３条第２項の規定により保管したとき

は、警察、学校その他の関係機関等に対し必要な照会等を行い、

利用者等の調査を行うものとする。  

２  市長は、前項の調査により利用者等が判明したときは、保管自

転車等引取通知書（様式第６号）により通知するものとする。  

３  市 長は、保管している自転車等の引取りの申出があったとき

は、その者の住所及び氏名を証する書類及び前項に規定する通

知書の提示その他必要と認める方法によりその者が当該自転車

等の返還を受けるべき者であることを確認した上、保管自転車

等受領書（様式第７号）と引換えに当該自転車等を返還するもの

とする。  

 （処分までの保管期間）  

第１０条  条例第１３条第３項に規定する規則で定める期間は、

同条第２項の規定による告示の日から起算して６月間とする。  

 （費用の免除等）  

第１１条  条例第１４条第１項ただし書の規定により免除を受け

ようとする者は、保管費用免除申請書（様式第８号）を市長に提

出しなければならない。  

 （費用の額）  



第１２条  条例第１４条第２項に規定する規則で定める額は、自

転車等１台につき１，０００円とする。  

 （委任）  

第１３条  この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別

に定める。  

 

   附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、令和７年７月１日から施行する。  

 （準備行為）  

２  第 ３条の規定による自転車等放置禁止区域標識等の設置その

他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施

行の日前においても行うことができる。  


